
○新潟市特定⾮営利活動促進法施⾏条例

平成 24年３⽉ 16⽇条例第３号

改正

平成 24年７⽉２⽇条例第 52号

平成 27年 10⽉１⽇条例第 51号

平成 28年 12⽉ 22⽇条例第 69号

令和３年３⽉ 26⽇条例第４号

令和５年７⽉５⽇条例第 27号

令和６年３⽉ 29⽇条例第８号

新潟市特定⾮営利活動促進法施⾏条例

（趣旨）

第１条 この条例は、特定⾮営利活動促進法（平成 10年法律第７号。以下「法」という。）の施

⾏に関し必要な事項を定めるものとする。

（設⽴の認証申請等）

第２条 法第 10条第１項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申請書を市⻑に提出しなければならない。

(１) 設⽴しようとする特定⾮営利活動法⼈の名称、代表者の⽒名及び主たる事務所の所在地

(２) 設⽴しようとする特定⾮営利活動法⼈の定款に記載された⽬的

２ 法第 10条第１項第２号ハに規定する条例で定める各役員の住所⼜は居所を証する書⾯は、次

に掲げるとおりとする。

(１) 当該役員が住⺠基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の適⽤を受ける者である場合にあっ

ては、同法第 12条第１項に規定する住⺠票の写し

(２) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所⼜は居所を証する

権限のある官公署が発給する⽂書

３ 前項第２号の⽂書が⽇本語以外の⾔語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした当該⽂

書の訳⽂を添付しなければならない。

４ 第２項各号に掲げる書⾯は、第１項の規定による申請の⽇前６⽉以内に作成されたものでなけ

ればならない。

５ 第２項第１号の規定にかかわらず、市⻑が住⺠基本台帳法第 30条の 10第１項⼜は第 30条の 1

2第１項の規定により地⽅公共団体情報システム機構から当該役員に係る機構保存本⼈確認情報
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の提供を受けることについて当該役員の申出がある場合は、第１項の申請書には、第２項第１号

に掲げる書⾯の添付を要しない。

６ 法第 10条第２項の規定による公衆の縦覧に関し必要な事項は、市⻑が別に定める。

第３条 削除

（申請書及び添付書類の補正）

第４条 法第 10条第４項に規定する条例で定める軽微な不備は、客観的に明⽩な誤記、誤字⼜は

脱字に係るものであり、かつ、内容の同⼀性に影響を与えない範囲のものとする。

２ 法第 10条第４項の規定による補正を⾏う場合は、規則で定めるところにより、補正の内容及

び理由を記載した補正書に、補正後の申請書⼜は書類を添付して市⻑に提出しなければならない。

（社員総会の決議が省略された場合における議事録の記載事項）

第５条 法第 14条の９第１項の規定により社員総会の⽬的である事項の全てについての提案を可

決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合は、当該社員総会の議事録には、次に

掲げる事項を記載しなければならない。

(１) 当該決議があったものとみなされた事項の内容

(２) 前号の事項の提案をした者の⽒名⼜は名称

(３) 当該決議があったものとみなされた⽇

(４) 当該議事録の作成に係る職務を⾏った者の⽒名

（役員の変更等の届出）

第６条 法第 23条第１項の規定による届出は、規則で定めるところにより、変更後の役員名簿を

添付した届出書により⾏わなければならない。

２ 法第 23条第２項の規定による提出を⾏う場合における第２条第２項から第５項までの規定の

適⽤については、同条第４項中「第１項の規定による申請」とあるのは「法第 23条第１項の規

定による届出」と、同条第５項中「第１項の申請書」とあるのは「第６条第１項の届出書」とす

る。

（定款の変更の認証申請）

第７条 法第 25条第３項の認証を受けようとする特定⾮営利活動法⼈は、規則で定めるところに

より、定款の変更の内容及び理由を記載した申請書を市⻑に提出しなければならない。

（定款の変更の届出）

第８条 法第 25条第６項の規定による届出は、規則で定めるところにより、定款の変更の内容及

び理由を記載した届出書により⾏わなければならない。
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（事業報告書等の提出）

第９条 法第 29条の規定による提出は、毎事業年度初めの３⽉以内に、規則で定めるところによ

り、事業報告書等を添付した提出書により⾏わなければならない。

（事業報告書等の閲覧及び謄写）

第 10条 法第 30条の規定による閲覧及び謄写に関し必要な事項は、次項及び第３項に定めるもの

を除き、市⻑が別に定める。

２ 前項の謄写を請求する者は、その請求の際に、当該謄写に要する費⽤を負担しなければならな

い。

３ 前項の費⽤の額は、新潟市情報公開条例（昭和 61年新潟市条例第 43号）第 11条に規定する

⾏政⽂書の写しの交付に要する費⽤の例による。

（合併の認証申請における第２条の規定についての必要な読替え）

第 11条 法第 34条第５項の規定により法第 10条の規定を準⽤する場合における第２条の規定に

ついての必要な読替えは、同条第１項中「法第 10条第１項」とあるのは「法第 34条第３項」と、

同項第１号及び第２号中「設⽴しようとする特定⾮営利活動法⼈」とあるのは「合併後存続する

特定⾮営利活動法⼈⼜は合併によって設⽴する特定⾮営利活動法⼈」とする。

（認定の申請）

第 12条 法第 44条第１項の認定を受けようとする特定⾮営利活動法⼈は、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申請書を市⻑に提出しなければならない。

(１) 当該特定⾮営利活動法⼈の名称、代表者の⽒名及び主たる事務所の所在地

(２) 当該特定⾮営利活動法⼈の設⽴の年⽉⽇

(３) 当該特定⾮営利活動法⼈が現に⾏っている事業の概要

(４) 前３号に掲げるもののほか、市⻑が必要と認める事項

（役員報酬規程等の提出）

第 13条 法第 55条第１項の規定による提出は、毎事業年度初めの３⽉以内に、規則で定めるとこ

ろにより、提出書を添付して⾏わなければならない。

２ 法第 55条第２項の規定による提出は、事後遅滞なく、規則で定めるところにより、提出書を

添付して⾏わなければならない。

（事業報告書等の閲覧及び謄写に関する規定の準⽤）

第 14条 第 10条の規定は、法第 56条（法第 62条において準⽤する場合を含む。）の規定による

閲覧及び謄写について準⽤する。
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（特例認定の申請における第 12条の規定についての必要な読替え）

第 15条 法第 58条第２項の規定により法第 44条第２項（第１号に係る部分を除く。）及び第３

項の規定を準⽤する場合における第 12条の規定についての必要な読替えは、同条中「法第 44条

第１項」とあるのは「法第 58条第１項」とする。

（認定特定⾮営利活動法⼈に関する規定の準⽤）

第 16条 第 13条第１項の規定は法第 62条において準⽤する法第 55条第１項の規定による提出に

ついて、第 13条第２項の規定は法第 62条において準⽤する法第 55条第２項の規定による提出

について、それぞれ準⽤する。

（合併の認定申請）

第 17条 法第 63条第１項⼜は第２項の認定を受けようとする認定特定⾮営利活動法⼈⼜は特例認

定特定⾮営利活動法⼈は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市⻑

に提出しなければならない。

(１) 合併後存続する特定⾮営利活動法⼈⼜は合併によって設⽴する特定⾮営利活動法⼈の名称、

代表者の⽒名、主たる事務所の所在地及び現に⾏っている事業の概要

(２) 合併によって消滅する特定⾮営利活動法⼈の名称、代表者の⽒名、主たる事務所の所在地

及び現に⾏っている事業の概要

（情報通信の技術を利⽤する⽅法による⼿続）

第 18条 法第 74条に規定する⼿続について情報通信技術を活⽤した⾏政の推進等に関する法律

（平成 14年法律第 151号）の規定を適⽤する場合に関し必要な事項は、規則で定める。

（電磁的記録による保存）

第 19条 法第 75条の規定により読み替えて適⽤する⺠間事業者等が⾏う書⾯の保存等における情

報通信の技術の利⽤に関する法律（平成 16年法律第 149号。以下「電⼦⽂書法」という。）第

３条第１項に規定する条例で定める保存は、法第 14条（法第 39条第２項において準⽤する場合

を含む。以下同じ。）、法第 28条第１項及び第２項、法第 35条第１項、法第 54条第１項（法

第 62条（法第 63条第５項において準⽤する場合を含む。）及び法第 63条第５項において準⽤

する場合を含む。）並びに法第 54条第２項及び第３項（これらの規定を法第 62条において準⽤

する場合を含む。以下同じ。）の規定による備置きとする。

２ 特定⾮営利活動法⼈が電⼦⽂書法第３条第１項の規定により前項の備置きに代えて電磁的記録

の保存を⾏おうとする場合は、次に掲げる⽅法のいずれかにより⾏わなければならない。

(１) 作成された電磁的記録を特定⾮営利活動法⼈の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイ
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ル⼜は電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製する

ファイルにより保存する⽅法

(２) 書⾯に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み

取ってできた電磁的記録を特定⾮営利活動法⼈の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイル

⼜は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する⽅法

３ 特定⾮営利活動法⼈が前項の規定により電磁的記録の保存を⾏おうとする場合は、必要に応じ

電磁的記録に記録された事項を出⼒することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使⽤

に係る電⼦計算機その他の機器に表⽰し、及び書⾯を作成することができなければならない。

（電磁的記録による作成）

第 20条 法第 75条の規定により読み替えて適⽤する電⼦⽂書法第４条第１項に規定する条例で定

める作成は、法第 14条、法第 28条第１項、法第 35条第１項並びに法第 54条第２項及び第３項

の規定による作成とする。

２ 特定⾮営利活動法⼈が電⼦⽂書法第４条第１項の規定により前項の作成に代えて電磁的記録の

作成を⾏おうとする場合は、特定⾮営利活動法⼈の使⽤に係る電⼦計算機に備えられたファイル

に記録する⽅法⼜は電磁的記録媒体をもって調製する⽅法により⾏わなければならない。

（電磁的記録による縦覧等）

第 21条 法第 75条の規定により読み替えて適⽤する電⼦⽂書法第５条第１項に規定する条例で定

める縦覧等は、法第 28条第３項、法第 45条第１項第５号（法第 51条第５項及び法第 63条第５

項において準⽤する場合を含む。）並びに法第 52条第４項及び法第 54条第４項（これらの規定

を法第 62条において準⽤する場合を含む。）の規定による閲覧とする。

２ 特定⾮営利活動法⼈が電⼦⽂書法第５条第１項の規定により前項の閲覧に代えて電磁的記録に

記録されている事項の縦覧等を⾏おうとする場合は、当該事項を特定⾮営利活動法⼈の事務所に

備え置く電⼦計算機の映像⾯における表⽰⼜は当該事項を記載した書類により⾏わなければなら

ない。

（委任）

第 22条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で定め

る。

附 則

この条例は、平成 24年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成 24年条例第 52号抄）
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（施⾏期⽇）

１ この条例は、平成 24年７⽉９⽇から施⾏する。

附 則（平成 27年条例第 51号）

この条例は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律の施⾏に

伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 25年法律第 28号）の施⾏の⽇（平成 27年 10⽉５⽇）

から施⾏する。

附 則（平成 28年 12⽉ 22⽇条例第 69号）

（施⾏期⽇）

１ この条例は、特定⾮営利活動促進法の⼀部を改正する法律（平成 28年法律第 70号）の施⾏の

⽇から施⾏する。

（経過措置）

２ この条例の施⾏の際現に特定⾮営利活動促進法の⼀部を改正する法律による改正前の特定⾮営

利活動促進法（平成 10年法律第７号。以下「旧法」という。）第 44条第１項の認定⼜は旧法第

58条第１項の仮認定を受けている特定⾮営利活動法⼈によるこの条例の施⾏の⽇の属する事業

年度以前における海外への送⾦⼜は⾦銭の持出しに係る改正前の第 13条第２項（改正前の第 16

条において準⽤する場合を含む。）の規定の適⽤については、なお従前の例による。

附 則（令和３年３⽉ 26⽇条例第４号抄）

（施⾏期⽇）

１ この条例は、令和３年 10⽉１⽇から施⾏する。（後略）

附 則（令和５年７⽉５⽇条例第 27号）

この条例は、令和５年９⽉１⽇から施⾏する。ただし、第４条の改正規定は、公布の⽇から施⾏

する。

附 則（令和６年３⽉ 29⽇条例第８号）

この条例は、公布の⽇から施⾏する。
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